
○
農
林
水
産
省
令
第

号

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

種
苗
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省
令
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。
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別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

区
分

備
　
考

区
分

備
　
考

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

カ
キ
ツ
バ
タ

（
略
）

ホ
ソ
バ
タ
イ
セ
イ

工
芸
作
物

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ

（
略
）

キ
リ

林
木

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

コ
ケ
モ
モ

（
略
）

カ
ノ
コ
ソ
ウ

工
芸
作
物

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

改

正

後

改

正

前

農
　
林
　
水
　
産
　
植
　
物

農
　
林
　
水
　
産
　
植
　
物

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

V
a
ler

i
ana

 
fau

r
iei

 
Bri

q
.

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

I
s
ati

s
 ti

n
cto

r
ia 

L
.

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

P
a
ulo

w
nia

 
Sie

b
. E

t
 Zu

c
c.

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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